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独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
九
号
）
（
衆
議
院
提

出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
が
行
う
災
害
共
済
給
付
の
対
象
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
高
等
専
修
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
生
徒
の
災
害
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
は
、
災
害

共
済
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す
認
可
外
保
育
施
設
又
は
企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
行
う
施
設
の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
の
災
害
に

つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
は
、
当
分
の
間
、
災
害
共
済
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


